
 

 
 

柑橘類の残留農薬検査の妥当性評価及び検査結果―平成24～28年度― 
 

○山形明広，立原幹子，石井崇司，萩原彩子 1)，小島健一 2)，柳岡知子 
1) 現:筑西保健所，2)現:県立中央病院 

要旨 
 
 3 種類の柑橘類(グレープルーツ，レモン，オレンジ)について，残留農薬試験法の妥当性評価を

実施した。検査対象 49 農薬のうち，39 農薬が 3 種類すべてで適合した。グレープフルーツは 41

農薬，オレンジは 43 農薬，レモンは 45 農薬が適合した。 

平成 24 年度から 28 年度にかけて，輸入柑橘類の残留農薬検査を実施した。グレープフルーツ，

オレンジ，レモン計 125 検体を対象に 11 農薬について検査を行ったところ，グレープフルーツ

50 検体中 18 件，オレンジ 41 検体中 15 件，レモン 34 検体中 11 件が検出されたが，いずれも食

品衛生法の残留基準に適合であった。検出された農薬は，クロルピリホスが 10 ppb~440 ppb であ

った。 
 
キーワード：残留農薬，柑橘類，グレープフルーツ，オレンジ，レモン 

 
はじめに 
 茨城県では，食品衛生法に基づき茨城県食品

衛生監視指導計画を毎年度作成し，計画に従い

食品衛生試験を実施している。このうち残留農

薬検査について，当所では輸入野菜，県外産農

産物，加工食品，輸入柑橘類を対象に，毎年度

約 200 検体について試験検査を実施している。 

 残留農薬試験法については，食品中に残留す

る農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイド

ライン 1）(以下，ガイドライン)の基準に適合し

ている必要があり，当所では，野菜等について

妥当性評価を実施しすでに報告している 2)。 

輸入柑橘類(グレープフルーツ，レモン，オ

レンジ)については，監視指導計画に基づき有

機リン系農薬検査を実施していることから，有

機リン系 49 農薬を対象に，柑橘類の残留農薬

試験法妥当性評価を実施した。今般，その結果

と，平成 24 年から平成 28 年において当所にて

実施した輸入柑橘類試験検査について報告す

る。 

 

 

Ⅰ妥当性評価について 
1 試験法 
「食品に残留する農薬，飼料添加物又は動物用

医薬品の成分である物質の試験法について」3）

「GC/MS による農薬等の一斉試験法（農産

物）」に準拠(以下，通知法)。 

2 検体 
県内に流通していたグレープフルーツ，レモ

ン，オレンジの 3 種類の柑橘類を用いた。 

3 試薬等 
 農薬標準品は，林純薬工業（株）製 PL2005

農薬 GC/MS MixⅠを使用し，アセトンおよび

n-ヘキサン（1：1）混液で適宜希釈して用いた。

なお，マトリックス効果を防ぐ目的で，検量線

用標準液にはポリエチレングリコール 0.02 

vol%を添加した。 

そのほか使用した試薬等は，既報 2)のとおり。 

4 装置 
ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS/MS) 

Thermo Fisher Scientific (株) TSQ Quantum GC 

測定条件を表 1 に示した。また，個々の農薬成
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試料 20 g 
 ―アセトニトリル 50 ml 
ホモジナイズ 
吸引ろ過 
 
ろ液   残渣 
       アセトニトリル 20 ml 
         ホモジナイズ 
     吸引ろ過 
 
     ろ液    残渣 
 
100 ml に定容 
100 ml 分液漏斗 
 ―抽出液 20 ml 
 ―0.5 mol/L リン酸緩衝液(pH 7.0) 20 ml 
 ―塩化ナトリウム 10 g 
振とう (10 min) 
 
有機層   水層 
 ―無水硫酸ナトリウム 
ろ過，濃縮 
アセトニトリル/トルエン(3/1)  3ml 溶解 
固相抽出カラム(GC/NH2) 
 ―アセトニトリル/トルエン(3/1) 30 ml 溶出 
濃縮 
―アセトン 10 ml 
濃縮 
 ―アセトン 5 ml 
濃縮 
定容 アセトン/ヘキサン(1/1) 4 ml 
 

図 1 試験溶液調整法フローチャート 

分の分析条件を表 2 に示した。 

5 検量線の作成 
 GC-MS/MS による分析では 5～200ppb の範

囲で検量線用標準液を作成し，ピーク面積法で

検量線を作成した。 

4 試験溶液の調整方法 
試験溶液の調整方法を図 1 に示す。使用溶液

等は既報 2)のとおり。 

5 妥当性評価試験 
 ガイドラインに従い妥当性評価試験を実施

し選択性，定量限界，真度，併行精度，室内精

度について評価を行った。評価方法については

既報 2)のとおり。 

 
結果 
 妥当性評価の結果を表 3 に示す。検査対象と

した 49 農薬中，3 種類の柑橘類すべてで適合

となったのは，39 農薬であった。柑橘類の種

類ごとに見ると，グレープフルーツは適合が

41 農薬(適合率 83%)，レモンは 43 農薬(87%)，

オレンジは 45 農薬(91%)であった。3 種類の柑

橘類すべてで不適合となった農薬は，イソフェ

ンホス，エディフェンホス，ジクロルボス，メ

タクリホスの 4 農薬であった。イソフェンホス

は，すべての柑橘類で妨害ピークにより選択性

を満たすことができなかった。試料由来のピー

クであると考えられ，測定イオンの変更が必要

であると考えられる。エディフェンホス，ジク

ロルボス，メタクリホスは，真度(回収率)を満 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
たすことができなかった。これらの農薬は，添

加量よりも検出濃度が低くなっていた。通知法

中の対象農薬ではないため，本法による測定は

困難であることが考えられる。 
しかし，検出可能であったことから，前処理

方法の変更や測定時にサロゲートなどの内標

準物質を使用するなどの方法を検討すること

により改善できることが考えられる。 
 
 

表 1 GC-MS/MS 分析条件 
カラム： TR-Pesticide(内径 0.25mm 長さ 30m 膜厚

0.25µm) Thermo Fisher Scientific 製 

カラム温度：50℃（1 分）－25℃/分－125℃（0 分）

－10℃/分－300℃（10 分） 

注入口温度：250℃ 

注入量：2μl (スプリットレス) 

イオン化モード（電圧）:EI(70eV) 

測定方法：SRM 

測定イオン：表 2のとおり 
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表 2 GC-MS/MS 農薬成分測定条件 

No. 
 

成分名 
保持時間 

/min 

定量ｲｵﾝ 確認ｲｵﾝ 

Precursor 
 ion 

Product 
 ion 

Collision 
Eenergy 

Precursor 
 ion 

Product 
 ion 

Collision  
Eenergy 

1 EPN 18.7 169.00 141.00 10 169.00 77.00 16 
2 ｱｼﾞﾝﾎｽﾒﾁﾙ  19.4 160.00 132.00 5 160.10 104.00 10 

3 ｱﾆﾛﾎｽ 19.02 226.10 157.00 15 226.00 184.00 15 

4 ｲｻｿﾞﾎｽ 12.83 257.0 119.0 15 257.03 162.02 15 

5 ｲｿﾌｪﾝﾎｽ  15.24 255.1 185.1 10 255.09 213.07 10 

6 ｴﾁｵﾝ  17.09 383.99 230.99 10 230.99 202.99 15 

7 ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ  17.65 310.03 173.01 10 173.01 109.01 15 

8 ｴﾄﾌﾟﾛﾎｽ 10.84 200.1 158.0 10 200.05 114.03 10 

9 ｴﾄﾘﾑﾎｽ 12.85 292.1 153.0 10 292.06 181.04 10 

10 ｶｽﾞｻﾎｽ  11.4 159.1 131.0 10 159.05 97.03 20 

11 ｷﾅﾙﾎｽ 15.33 298.1 156.0 15 274.05 121.02 10 
12 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 14.47 315.93 259.95 12 316.9 260.0 10 

13 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ  13.56 285.91 270.91 25 124.96 78.97 10 

14 (E)ｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ  15.01  323.0 267.0 15 324.97 268.98 10 

14 (Z)ｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ 
 

323.0 267.0 15 324.97 268.98 10 

15 ｻﾘﾁｵﾝ  11.32 216 216 5 183.00 183.00 5 

16 ｼｱﾉﾎｽ 12.38 243.0 109.0 12 243.01 127.01 15 

17 ｼﾞｸﾛﾌｪﾝﾁｵﾝ 13.35 222.98 204.98 10 278.97 222.98 15 

18 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ 6.77 220.0 185.0 10 184.95 126.97 12 

19 (E)-ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽ  14.30  296.94 108.98 15 294.94 108.98 15 

19 (Z)-ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽ 
 

296.94 108.98 15 294.94 108.98 15 

20 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ  11.91 229.0 87.0 5 125.00 79.00 15 

21 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 12.54 199.07 93.03 15 304.1 179.06 15 
22 ﾃﾄﾗｸﾛﾙﾋﾞﾝﾎｽ  15.79 328.9 109.0 22 330.91 315.91 22 

23 ﾃﾙﾌﾞﾎｽ  12.23 231.04 203.03 10 288.04 231.04 15 

24 ﾄﾘｱｿﾞﾎｽ 17.34 285.06 257.05 5 257.05 162.03 10 

25 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ  13.66 267.0 252.0 15 266.96 92.99 22 

26 ﾊﾟﾗﾁｵﾝ 14.5 291.0 109.0 15 291.03 137 10 

27 ﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙ 13.57 263.00 127.00 15 233.0 124.0 15 

28 ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ   18.74 320.11 122.04 10 140.05 98.03 10 

29 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ  20.02 360.05 194.03 17 360.05 139.02 17 

30 ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ  18.53 340.06 203.04 25 340.06 199.04 10 

31 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ 14.06 305.1 290.1 15 305.10 276.09 10 
32 ﾌｪﾅﾐﾎｽ 15.95 303.11 288.1 15 303.11 260.09 15 

33 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ 14.09 277.02 109.01 20 277.0 260.0 10 

34 ﾌｪﾝｽﾙﾎﾁｵﾝ  16.98 308.03 97.01 30 293.03 125.01 0 

35 ﾌｪﾝﾁｵﾝ  14.45 278.02 169.01 20 278.02 245.02 15 

36 ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ  15.33 274.03 246.02 10 274.03 125.01 7 

37 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ 16.02 286.1 202.1 15 286.08 185.05 15 

38 ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ  16.14 267.0 239.0 10 308.97 238.97 5 

39 ﾌﾟﾛﾊﾟﾎｽ  15.56 220.07 140.04 15 304.09 220.07 15 

40 ﾌﾟﾛﾌｪﾉﾎｽ  16.19 336.94 266.95 20 338.94 268.95 20 

41 ﾎｻﾛﾝ  19.34 366.99 181.99 10 181.99 138.00 10 
42 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ-１ 14.80  195.03 103.02 10 195.03 139.02 10 

42 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ-2  
 

195.03 103.02 10 195.03 139.02 10 

43 ﾎｽﾌｧﾐﾄﾞﾝ-1  12.90  264.00 193.00 10 264.0 127.0 15 

43 ﾎｽﾌｧﾐﾄﾞﾝ-2 
 

264.00 193.00 10 264.0 127.0 15 

44 ﾎﾉﾎｽ  12.48 137.02 109.01 10 246.03 137.02 10 

45 ﾎﾚｰﾄ  11.51 260.01 75.00 5 260.0 231.0 8 

46 ﾏﾗﾁｵﾝ(ﾏﾗｿﾝ) 14.22 173.0 127.0 10 173.02 145.02 5 

47 ﾒﾀｸﾘﾎｽ  9.4 240.02 208.02 10 208.02 180.02 10 

48 ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ 15.63 144.98 84.99 10 144.98 57.99 15 

49 ﾒﾋﾞﾝﾎｽ 8.6 192.04 164.03 10 127.03 109.02 10 
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表 3 柑橘類妥当性評価結果 

(〇は選択性，定量限界，真度，精度をすべて満たしたもの) 

No. 農薬名 
グレープ 
フルーツ 

レモン オレンジ 

1 EPN ○ ○ ○ 
2 ｱｼﾞﾝﾎｽﾒﾁﾙ  ○ ○ ○ 
3 ｱﾆﾛﾎｽ ○ ○ ○ 
4 ｲｻｿﾞﾎｽ   ○ ○ 
5 ｲｿﾌｪﾝﾎｽ        
6 ｴﾁｵﾝ  ○ ○ ○ 
7 ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ        
8 ｴﾄﾌﾟﾛﾎｽ ○ ○ ○ 
9 ｴﾄﾘﾑﾎｽ ○ ○ ○ 
10 ｶｽﾞｻﾎｽ  ○   ○ 
11 ｷﾅﾙﾎｽ ○ ○ ○ 
12 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ ○ ○ ○ 
13 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ  ○ ○ ○ 
14 ｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ-E,Z  ○ ○ ○ 
15 ｻﾘﾁｵﾝ  ○ ○ ○ 
16 ｼｱﾉﾎｽ ○ ○ ○ 
17 ｼﾞｸﾛﾌｪﾝﾁｵﾝ ○ ○ ○ 
18 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ       
19 ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽ-E,Z  ○ ○ ○ 
20 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ  ○ ○ ○ 
21 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ ○ ○ ○ 
22 ﾃﾄﾗｸﾛﾙﾋﾞﾝﾎｽ  ○ ○ ○ 
23 ﾃﾙﾌﾞﾎｽ  ○ ○ ○ 
24 ﾄﾘｱｿﾞﾎｽ ○ ○ ○ 
25 ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ  ○ ○ ○ 
26 ﾊﾟﾗﾁｵﾝ ○ ○ ○ 
27 ﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙ ○ ○ ○ 
28 ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ   ○ ○ ○ 
29 ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ  ○ ○ ○ 
30 ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ  ○ ○ ○ 
31 ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ ○ ○ ○ 
32 ﾌｪﾅﾐﾎｽ   ○ ○ 
33 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ ○ ○ ○ 
34 ﾌｪﾝｽﾙﾎﾁｵﾝ  ○ ○ ○ 
35 ﾌｪﾝﾁｵﾝ  ○ ○ ○ 
36 ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ    ○ ○ 
37 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ ○ ○ ○ 
38 ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ  ○ ○ ○ 
39 ﾌﾟﾛﾊﾟﾎｽ    ○ ○ 
40 ﾌﾟﾛﾌｪﾉﾎｽ  ○ ○ ○ 
41 ﾎｻﾛﾝ  ○ ○ ○ 
42 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ-1,2 ○   ○ 
43 ﾎﾉﾎｽ  ○ ○ ○ 
44 ﾎｽﾌｧﾐﾄﾞﾝ-1,2 ○ ○ ○ 
45 ﾎﾚｰﾄ  ○ ○ ○ 
46 ﾏﾗﾁｵﾝ(ﾏﾗｿﾝ) ○ ○ ○ 
47 ﾒﾀｸﾘﾎｽ        
48 ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ ○ ○ ○ 
49 ﾒﾋﾞﾝﾎｽ ○ ○ ○ 
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表 4  平成 24 年度から平成 28 年度における輸入柑橘類試験検査検体数 
  H28 年度 H27 年度 H26 年度 H25 年度 H24 年度 合計数 

グレープフルーツ 10 10 10 10 10 50 

オレンジ 8 9 8 8 8 41 

レモン 7 6 7 7 7 34 

 
表 5  検査対象柑橘類の生産国別数 

年度 品目 生産国(検体数) 

平成 28 年度 

グレープフルーツ 南アフリカ(10) 

オレンジ アメリカ(6)，オーストラリア(2) 

レモン チリ(6)，アメリカ （1) 

平成 27 年度 

グレープフルーツ 南アフリカ(10) 

オレンジ アメリカ(4)，オーストラリア(3)，南アフリカ(2) 

レモン チリ(3)，アメリカ(2) 

平成 26 年度 

グレープフルーツ アメリカ(10) 

オレンジ アメリカ(7)，オーストラリア(1) 

レモン アメリカ(7) 

平成 25 年度 

グレープフルーツ アメリカ(10) 

オレンジ アメリカ(8) 

レモン アメリカ(7) 

平成 24 年度 

グレープフルーツ アメリカ(5)，南アフリカ(4)，トルコ(1) 

オレンジ アメリカ(8)  

レモン アメリカ(7) 

 

Ⅱ 輸入柑橘類試験検査について 
「残留農薬迅速分析法の利用について」4)及び

通知法(平成 26 年以降)に準拠し試験を行った。 

 
1 試料 
 茨城県食品衛生監視指導計画に基づき，県内

で流通する輸入柑橘類を，県内保健所の監視指

導課が収去した検体を対象とした。各年度にお

ける柑橘類の種類及び対象数については表 4

のとおりである。対象とした数は，計 125 検体

でグレープフルーツが 50 検体，オレンジが 41

検体，レモン 34 検体であった。各年度におけ

る生産国ごとの検体数を表 5 に示した。 

2 試薬 

 用いた試薬は残留農薬試験用，また残留農薬

試験用が無い場合は日本工業規格特級を使用

した。 

3 分析機器 
ガスクロマトグラフ(GC-FPD) 

(株)島津製作所 GC-2010(検出器：FPD) 

測定条件は表 6 のとおり。 

 

ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS/MS) 

Thermo FisherScientific(株) TSQ Quantum GC 

測定条件は前述のとおり。 

 

茨城衛生研究所年報No.55　2017　　　

-65-



 

 
 

表 6 GC-FPD 分析条件 
カラム： DB-5MS(内径 0.25mm 長さ 30m 膜厚 0.25µm)  

カラム温度：100℃（1分）－8℃/分－250℃（15 分） 

注入口温度：250℃ 

注入量：2μl (スプリットレス) 

 

4 標準試薬及び報告対象農薬 
林純薬工業 PL2005 農薬 GC/MS MixⅠ(平成 26

年以降) 

報告対象農薬については表 7 に示した。 

測定結果 
検出した農薬及び濃度を表 8 に示した。なお，

食品衛生法の残留基準を超えたものはなかっ

た。グレープフルーツ，オレンジ，レモンの 3

種類で，検出された農薬はクロルピリホスのみ

であった。3 種類合わせた検体数は 125 検体で

うち 44 検体から検出され，検出率は，約 35%

であった。種類ごとにみていくと，グレープフ

表 7 報告対象農薬の用途，検出下限値及び基準値一覧 
農薬名 用途 検出下限値/ppm 基準値/ppm 

エトリムホス 殺虫剤 0.01 0.01 

キナルホス 殺虫剤・ダニ駆除剤 0.01 0.8 

クロルピリホス 殺虫剤 0.01 1 

トルクロホスメチル 殺菌剤 0.01 0.1 

パラチオンメチル 殺虫剤 0.01 0.2 

ピラクロホス 殺虫剤 0.01 1 

フェニトロチオン 動物薬・殺虫剤 0.01 2.0 

プロチオホス 殺虫剤 0.01 0.01 

マラチオン 殺虫剤・ダニ駆除剤 0.01 7 

ピリミホスメチル 殺虫剤・ダニ駆除剤 0.01 5.0 

クロルフェンビンホス－Ｅ，Ｚ 殺虫剤・ダニ駆除剤 0.02 
5.0(レモン・オレンジ) 

3.0(グレープフルーツ) 

 
表 8 検出された柑橘類の原産国及び濃度(農薬：クロルピリホス) 

グレープフルーツ 
 

オレンジ 
 

レモン 
原産国 濃度/ppb 

 
原産国 濃度/ppb 

 
原産国 濃度/ppb 

南アフリカ 159  アメリカ 440  アメリカ 400 
アメリカ 148 

 
アメリカ 232 

 
チリ 159 

アメリカ 39  アメリカ 228  チリ 141 
アメリカ 25 

 
アメリカ 134 

 
チリ 126 

アメリカ 25 
 

アメリカ 128 
 

チリ 99 
アメリカ 23  アメリカ 109  チリ 84 

南アフリカ 20 
 

アメリカ 99 
 

チリ 32 
南アフリカ 20  アメリカ 77  アメリカ 30 
アメリカ 20 

 
オーストラリア 71 

 
アメリカ 29 

アメリカ 20 
 

アメリカ 68 
 

アメリカ 28 
アメリカ 15 

 
オーストラリア 58 

 
アメリカ 28 

アメリカ 13 
 

オーストラリア 51 
   

アメリカ 13  アメリカ 31    
南アフリカ 12 

 
南アフリカ 29 

   
南アフリカ 12 

 
アメリカ 24 

   
南アフリカ 11       
南アフリカ 10 

      
アメリカ 10 
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ルーツは，50 検体中 18 検体でクロルピリホス

が検出され，検出率は 36％であった。検出さ

れた濃度は，159 ppb が一番高く，一番低い濃

度は定量下限値の 10 ppb であった。原産国ご

との検体数はばらつきがあり，流通しているす

べてを検査していないため，一概に比較できな

いが，原産国がアメリカのもので約 73%，南ア

フリカは約 29％，トルコは 0%の検出率であっ

た。 オレンジは，41 検体中 15 検体でクロル

ピリホスが検出され，検出率は約 37%であった。

検出された濃度は，440 ppb が一番高く，24 ppb

が一番低かった。原産国ごとにみるとオースト

ラリア及び南アフリカが 50%，アメリカが約

33%の検出率であった。 

 レモンは，34 検体中 11 検体でクロルピリホ

スが検出され，検出率は約 32%であった。検出

された濃度は，400 ppb が一番高く，28 ppb が

一番低かった。原産国ごとにみると，チリが約

67%，アメリカが 20%の検出率であった。 

 

まとめ 
 3 種類の柑橘類(グレープルーツ，オレンジ，

レモン)について，残留農薬の妥当性評価を実

施した。対象とした 49 農薬で，グレープフル

ーツは 41 農薬，オレンジは 43 農薬，レモンは

45 農薬が適合した。適合とならなかった農薬

は，測定時に内標準物質を加えることにより改

善される可能性が考えられ，今後検討する予定

である。 

平成24年度から平成28年度に県内に流通し

ていた輸入柑橘類，3 種類 125 検体について残

留農薬検査を実施した。その結果 44 検体(検

出:35%)から，クロルピリホスが検出された。

グレープフルーツは 50 検体中 18 検体(36%)，

オレンジは 41 検体中 15 検体(37%)，レモンは

34 検体中 11 検体(32%)が検出された。 

 残留基準値及び一律基準値(0.01 ppm)を超え

て検出されたものはなく，食品衛生法に違反す

るものはなかった。 

 

今後の展望 
 残留農薬検査の妥当性評価は，農作物ごとに

実施する必要があり，抽出・精製・解析にかな

りの時間と，多くの溶媒が必要である。計画検

査業務と併行して行うことから膨大な労力と

なり，限られた人員と費用の中で，対象農作物

や農薬の大幅な拡大は困難な状況である。 

 今後，通知法を用いて可能な限り新たな農作

物・農薬の妥当性評価を実施し，検査対象を拡

大させていきたい。併せて，新たに QuEChERS

法などの迅速かつ安価な方法の導入もすすめ，

検査及び妥当性評価に掛かる時間の短縮と費

用の軽減を図り，さらに対象を拡大することで，

県内に流通する農作物の安全性確保に寄与し

ていきたい。 
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